
運営上の留意事項に
ついて
・不正請求の防止について

・制度改正前倒し内容について

・障がい福祉サービス等情報公表システム（WAMNET）について



不正請求の防止について
〇不正請求とは

法令や基準に違反し、かつそれを偽って報酬を請求すること。

（例）サービスを行っていないにもかかわらず、サービスを行ったように装って報酬請求した場合

一定の基準要件を満たさずに加算を請求した場合

〇不正請求を防ぐために

・各事業所で加算の要件を満たしているか確認

・各事業所等で請求業務を行うとき、正しい請求をしているか確認

・支援提供者一人一人が制度の仕組みを理解してサービス提供を行い、サービス内容と請求内容に誤りが生じ
ないようにする。

・法令順守責任者を中心として、不正を発生させない対応を行う。

公的なサービスの提供により、公的な報酬が支払われていることをしっかりと理解しましょう！



不適切事例

例１：人員基準違反と知っていたが、減算適用せず、また加算要件を充足していないにもかかわらず加算を
算定した。 （不正請求）
⇒加算の算定に必要な要件を確認して算定してください。

例２：サービス提供に必要な人員を配置せずサービス提供を行っていた。（人員基準違反）
⇒必要な人員の確保及び従業員の資格取得等により基準を満たして下さい。

例３：指定日までに設備等使用できる状態ではないにも関わらず、申請内容の変更や取り下げを行うことなく
指定を受けた。（不正の手段による指定）
⇒指定日はその日から受け入れができ、支援できる状況にしておくことです。

不正請求等は絶対に行わないでください。



2027年度（令和9年度）制度改正前倒し
内容について
・就労移行支援体制加算の見直し

・就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し

・新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例

・処遇改善加算の拡充



就労移行支援体制加算の見直し
・就労移行支援体制加算とは・・・就労継続支援（A型・B型）事業所等が、利用者の一般就労を
支援し、就職後6か月以上安定して働き続けていることを評価するもの。

2026年（令和8年）4月から

①事業所の定員数までの上限設定

②過去3年間における同一利用者の算定制限



就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し



新規事業所に対する臨時応急的な報
酬単価の特例
収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型（就労継続支援Ｂ型、共同生活援
助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス）に
ついて、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、それぞれの収
支差率に応じて、新規事業所に限り、応急的な報酬単価（一定程度引き下げた基本報酬）を適
用する。（既存の事業所について従前のとおり）

対象期間

2026年（令和8年）6月～2027年度（令和9年度）報酬改定まで



処遇改善加算の拡充



障がい福祉サービス等情報公表システ
ム（WAMNET）について
・障がい福祉サービス等情報公表制度の概要

・報告・公表事項について

・情報公表未報告減算について

・経営情報入力時のよくある間違い

・災害時情報公表システムについて

・災害時情報共有システムの利用の流れ



障がい福祉サービス等情報公表制度
の概要



報告・公表事項について



情報公表未報告減算について



経営情報入力時のよくある間違い

●報告をする年度を間違えている。

（例2025年度の決算情報を報告する場合・・・会計年度の始期が2025年）

× 会計期間2024年11月～2025年10月（会計年度の始期が2024年）

●「経営情報を含めずに承認者へ申請する」にチェックが入っている。

⇒経営情報が含まれませんので、承認されません。

●新規事業所であるが、経営情報が入力されている。



災害時情報公表システムについて

【災害時情報共有システム対象施設種別】

障害者関係施設

（１）障害者支援施設（２）共同生活援助
（３）短期入所（４）療養介護

障害児関係施設

（１）児童発達支援（２）放課後等デイサー
ビス（３）障害児相談支援



災害時情報共有システムの利用の流
れ
災害が発生した場合

１．WAMNET（情報公表システム）の「システムからの連絡先」に登録されているメールアドレス
に災害時情報共有システムからメールが届く。

２．メール本文にあるＵＲＬをクリックする。

３．被災状況を回答する。


